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神奈川県県営住宅等の指定管理者募集要項 

 

 神奈川県では、県営住宅、共同施設及び地区施設（以下「県営住宅等」といいま

す。）の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第244条の２第３項及び神奈川県県営住宅条例（平成９年神奈川県条例第36号。以下

「条例」といいます。）第66条に基づき、県が指定する指定管理者が施設の管理に関す

る業務を実施していますが、指定期間の満了に伴い改めて指定を行うため、指定管理者

を広く募集することにしました。 

施設を効果的・効率的に管理するため、条例に基づき運営する県営住宅等を一括して

行うこととします。 

指定管理者の募集単位は「横浜等地域」、｢川崎地域｣、「相模原等地域」及び「横須賀

三浦地域」とし、募集単位ごとに指定管理者を募集します。 

 指定管理者の申請資格や指定管理業務の内容等を本募集要項等で確認の上、希望され

る募集単位ごとに、必要な申請書類等一式を添えて申請の手続を行ってください。 

 

〔募集単位〕（令和７年４月１日現在） 

○横 浜 等 地 域 … 横浜市、平塚市、藤沢市、小田原市、厚木市、大和市、鎌倉市、 

茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、 

二宮町、山北町 

○川 崎 地 域 … 川崎市 

○相模原等地域  … 相模原市、座間市、愛川町 

○横須賀三浦地域 … 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 
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１ 施設の概要＿ 

(1) 名称 

   県営住宅等 

(2) 所在地 

  各住宅の所在地は、参考資料３を参照してください。 

(3) 施設の設置目的 

公営住宅法（昭和26年法律第193号）に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対し

て低廉な家賃で住宅を提供することにより、県民生活の安定と社会福祉の増進を図

ることを目的としています（一部に住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）に基づ

く改良住宅を含みます。）。 

設置条例：神奈川県県営住宅条例 

(4) 施設の状況（令和７年４月１日現在） 

指定管理者が管理する施設 

・横浜等地域    122団地 1,090棟  30,238戸 

・川崎地域      23団地   95棟  4,107戸                

・相模原等地域    30団地  303棟   4,930戸 

・横須賀三浦地域   25団地  159棟   5,166戸 

  合 計      200団地 1,647棟  44,441戸 

（注）住宅以外に、駐車場、貸付店舗、団地内工作物等もあります。 

詳細は以下の参考資料を参照してください。 

「神奈川県県営団地一覧」（参考資料３） 

「県営住宅共益施設一覧表（総括表）」（参考資料４） 

「県営住宅共益施設一覧表（地域・団地別一覧）」（参考資料５） 

「県営住宅駐車場一覧表」（参考資料６） 

「県営団地内貸付店舗等一覧」（参考資料７） 

(5) 管理対象施設の変動 

管理対象施設は、用途廃止、除却、建替等の事由により、指定期間中に変動する可

能性がありますが、指定期間中は新たに整備される施設も含めて管理すべき施設を

すべて管理していただきます。 

県では、老朽化した一部の県営住宅等について、住宅の建替えや用途廃止などの

理由により、指定期間中に管理対象となる管理戸数が増減することがあります。参

考として、過去５年間の管理戸数の増減は下表のとおりです。 

県営住宅等の管理戸数の増減について（過去５年間の実績）   （単位：戸） 

地域名 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度※ 計 

横浜等地域 △181 △330 △134 △106 △215 △966 

川崎地域 △１ △１ ０ ０ ０ △２ 

相模原等地域 60 △25 △179 205 △171 △110 

横須賀三浦地域 28 △67 △178 ０ 264 47 

計 △94 △423 △491 99 △122 △1,031 

   ※ Ｒ７年度は見込みです。 

なお、この建替え事業等については、「神奈川県県営住宅 健康団地推進計画」に

基づいて計画的に実施をしているところです。当該計画は神奈川県ホームページで

公表していますので、計画の詳細は以下のホームページで御覧いただけます。 

   アドレス：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j4t/cnt/f534377/ 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j4t/cnt/f534377/
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２ 申請資格等＿ 

申請は、法人その他の団体又はそれらのグループ（以下「法人等」といいます。）が

できるものとし、個人での申請はできません。 

(1) 申請資格 

次の条件をすべて満たすこととします。 

ア 神奈川県内に事務所を有していること。 

※ 県内事務所の実態を確認させていただく場合があります。 

  イ 共同住宅（分譲、賃貸を問いません。）の管理実績の合計が応募時点で500戸以

上であること。 

  ウ 次の事項に該当する法人等は、申請することができません。 

(ｱ) 地方自治法施行令（昭和22年政令第161号）第167条の４の規定により一般競

争入札の参加を制限されている法人 

(ｲ) 神奈川県指名停止等措置要領により、競争入札に関して指名停止を受けてい

る法人 

(ｳ) 会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）等

に基づき更生又は再生手続をしている法人 

(ｴ) 法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を完納していない法人等 

(ｵ) 県から公の施設の指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から２年

を経過していない法人等 

(ｶ) 県の指定管理者の募集において虚偽申請により選定対象外（以下「選外」と

いいます。）となった法人等 

(ｷ) 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第２条第２号に定

める暴力団 

(ｸ) 神奈川県暴力団排除条例第２条第５号に定める暴力団経営支配法人等 

(2) 留意事項 

   グループで申請される場合は、次の事項について留意してください。  

ア 複数の法人その他の団体がグループで申請する場合は、代表する法人又は団体

を定めてください。 

イ 単独で申請した法人又は団体は、同一の募集単位への申請において他のグルー

プ申請の構成員になることはできません。 

ウ 同一の募集単位への申請について、同時に複数のグループの構成員になること

はできません。 

エ グループ内の１企業が(1)ア及びイを満たしていること。なお、同一企業でなく

てもグループ内の企業であればよい。 

  オ (1)ウについては、グループ内企業すべてが満たすこと。  
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３ 申請の手続＿ 

(1) 申請書類の提出 

募集単位ごとに、申請書及びその他の書類（「県営住宅等指定管理事業計画書」等）

を一式の書類として提出してください。ただし、複数地域に応募する場合は、各地

域の「共通部分」と「地域ごとに異なる部分」を区分して提出してください。 

   ア 受 付 期 間：令和８年１月21日（水）から令和８年３月17日（火）まで 

イ 受 付 方 法：下記宛て郵送又は信書便により送付してください。 

〒231－8588 神奈川県県土整備局建築住宅部 

公共住宅課住宅管理グループ 宛て 

受付期間最終日の午後５時15分までに必着とします。 

      封書の表に赤字で「県営住宅等指定管理者申請書在中」、裏に団体又は代表

団体の住所、名称、担当者名及び電話番号を必ず記載してください。 

      なお、書留、簡易書留等によらない事故等については、一切考慮しません。 

     ※上記によることができない場合、受付期間の午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時15分までの間に、県庁新庁舎11階 神奈川県県土

整備局建築住宅部公共住宅課住宅管理グループに持参してください。 

（土曜日、日曜日及び祝日を除きます。） 

(2) 公募説明会の開催 

申請希望者に対して公募説明会を、次のとおり開催します。 

   ア 開 催 日 時：令和８年２月４日（水）14時00分から16時00分 

   イ 開 催 場 所：県庁西庁舎７階702会議室  

  ウ 主な説明事項：業務内容の説明（施設管理業務、入居者管理業務等） 

県営住宅管理システムの概要について（構成、機能、運用等） 

  エ 申 込 方 法：出席を希望される場合は、令和８年１月28日（水）までに法人等

の名称、出席予定人数（３名まで）等を記入した「公募説明会参

加申込書」（「申請書等様式集」の様式15）を「19 問合せ先」に

ファクシミリ又はフォームメールにより御連絡ください。 

※フォームメールの場合は、データを添付できないため、様式

15の内容を参考に記載してください。 

※申込状況によっては、参加人数を制限させていただく場合が

あります。 

  オ 説明会で使用する書類等 

：出席される方は、神奈川県のホームページからダウンロードさ

れた募集要項等を、公募説明会当日に持参してください。 

・募集ホームページアドレス 
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j4t/shiteikanrisha-

boshu.html 

※公募説明会当日に持参していただく書類 

   ・神奈川県県営住宅等の指定管理者募集要項 

   ・申請書等様式集 

   ・県営住宅等の維持管理及び運営等に関する標準業務仕様書 

   ・参考資料  

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j4t/shiteikanrisha-
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(3) 質問の受付 

申請に当たっての質問は、次のとおり受け付けます。 

   ア 受 付 期 間：令和８年１月21日（水）８時30分から 

令和８年２月20日（金）17時15分まで 

   イ 質問の受付方法：質問を記入した「募集要項等質問書」（「申請書等様式集」の

様式16）を、郵送、ファクシミリ又はフォームメールで受け付

けます。これ以外の方法による質問は受け付けません。 

(ｱ) 郵送又は信書便による場合の送付先  

〒231-8588 神奈川県県土整備局建築住宅部 

公共住宅課住宅管理グループ 宛て 

受付期間内必着とします。 

(ｲ) ファクシミリの送付先  

ファクシミリ番号 045-210-8884 

(ｳ) フォームメールの送付先  

公共住宅課のホームページ

（https://www.pref.kanagawa.jp/div/0714/）にある

フォームメールを御利用ください。 

※データを添付できないため、様式16の内容を参考に

記載してください。 

ウ 回 答 の 方 法：公平を期すため、原則としてすべての質問事項に対する回答を、

令和８年１月21日（水）から順次、県土整備局建築住宅部公共

住宅課（以下「公共住宅課」といいます。）のホームページに掲

載しますので、必ず確認してください。 

(4) 申請に当たっての費用負担 

    申請に当たっての費用は、申請する法人等の負担とします。 

 

４ 申請のための書類＿ 

(1) 申請書類 

ア 様式指定の書類 

  副本は写しを提出してください。 

  グループ申請の場合は、(ｺ)～(ｿ)は構成する団体別に提出してください。 

「申請書等様式集」の様式を使用してください。申請に当たっては、各様式の

「申請地域」の記入欄に管理を希望する募集単位名を記入してください。 

(ｱ) 神奈川県県営住宅等指定管理者指定申請書（様式１） 

   (ｲ) 県営住宅等指定管理事業計画書（様式２） 

（指定管理者に指定された場合は、原則として、県営住宅等指定管理事業計

画書の全文を神奈川県のホームページに掲載します。） 

   (ｳ) 収支計画書（合計）（様式３） 

   (ｴ) 収支計画書（県費のみを用いて行う指定管理業務）（様式４） 

(ｵ) 収支計画書（国の交付金等を受けて行う維持修繕業務）（様式５） 

(ｶ) 指定管理料積算内訳（県費のみを用いて行う指定管理業務）（様式６） 

   (ｷ) 指定管理料積算内訳（国の交付金等を受けて行う維持修繕業務）（様式７） 

      (ｸ) 賃金スライド対象人件費等提案書（様式８） 

   (ｹ) 委託予定業務一覧表（様式９） 

  

https://www.pref.kanagawa.jp/div/0714/
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(ｺ) 神奈川県県営住宅等に係る指定管理者の申請に当たっての申請資格がある

旨の誓約書（様式10） 

(ｻ) 共同住宅 管理実績（様式11－１） 

(ｼ) 管理実績【賃貸】（様式11－２） 

(ｽ) 団体等の概要（様式12） 

(ｾ) 役員等氏名一覧表（様式13） 

(ｿ) 重大な事故又は不祥事等に関する報告書（様式14） 

(ﾀ) 公募説明会参加申込書（様式15） 

(ﾁ) 募集要項等質問書（様式16） 

イ 法人等に関する書類 

  正本、副本とも既存の資料の写しを提出してください。 

  グループ申請の場合は、構成する団体別に提出してください。 

   (ｱ) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

 (ｲ) 諸規程類（就業規則、経理規程、給与規程、労働環境確保のための方針等）

の一覧表 

（※「諸規程類一覧表」（「申請書等様式集」の参考様式）を使用してくださ

い。申請時には規程類自体の提出の必要はありません。ただし、審査上

の必要性等から、後日、規程類自体の提出を依頼する場合がありますの

で、その場合は対応をお願いします。） 

(ｳ) 令和７年度の事業計画書、収支予算書（公益法人の場合） 

(ｴ) 令和６年度の事業実績書 

   (ｵ) 直近の３事業年度分の決算書等（損益計算書又は正味財産増減計算書、貸借

対照表、収支計算書、キャッシュフロー計算書又は資金収支計算書、財産目録、

監査報告書 等） 

   (ｶ) 指定管理者の申請に関する意思の決定を証する書類（取締役会（理事会）の

議事録の写し、決裁書類の写し 等） 

ウ 官公庁が発行する書類 

    ３か月以内に発行された原本に限ります。副本はその写しを提出してください。 

    グループ申請の場合は、構成する団体別に提出してください。 

   (ｱ) 法人の場合は、法人登記簿の謄本又は履歴事項全部証明書 

      法人以外の場合は、代表者の住民票の写し 

   (ｲ) 次の税目に係る直近３年度の納税証明書（滞納していないことの証明書） 

法人県民税・法人事業税（本店及び県内事務所に係るもの）、消費税及び地

方消費税 

  エ 必要に応じて添付する書類 

   (ｱ) 法人等の自主事業として行う業務がある場合 

    ・自主事業の実施計画及び収支計画 

   (ｲ) グループ申請の場合 

・グループ申請理由書（グループ申請する目的や必要性、構成員の選定経緯並

びに資本出資及び取引関係等）（※任意様式） 

    ・グループの構成団体及び役割分担等を記載した書類（※任意様式） 

    ・グループを代表する法人等への申請手続に係る委任状  
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(2) 申請書類の提出部数  

正本１部 副本７部 

(3) 留意事項 

ア 申請書類の追加・内容の変更 

      受付期間終了後は、申請書類の追加、提出された申請書類の内容の変更ができ

ません。ただし、県が申請内容を確認するため、追加資料の提出を求めること

があります。 

イ 申請書類の取扱い 

       申請書類は返却しません。 

ウ 著作権の帰属等 

  申請書類の著作権は、申請法人等に帰属します。ただし、県は、申請書類を無

償で使用できるものとします。 

  また、指定管理者の指定後、情報公開請求があった場合には、神奈川県情報公

開条例（平成12年神奈川県条例第26号）に基づき、指定管理者として指定した法

人等の申請書類を公開します。 

エ 県営住宅等指定管理事業計画書の公表 

  県営住宅等指定管理事業計画書については、指定管理者に指定された場合、個

人に関する情報等を除き、次の注意書きを付した上で、県のホームページに掲載

します。 

 

 

 

 

 

 

オ 申請の辞退 

      申請書類を提出後に辞退する場合は、辞退届（様式は任意です。）を提出してく

ださい。 

カ 申請書類の使用言語 

     申請書類の作成に当たっては、日本語及びメートル法を使用してください。 

キ 虚偽の記載をした場合の取扱い 

申請書類に虚偽の記載があったことが判明した場合は選外とし、指定管理者候

補として選定しません。 

 

５ 選定方法等＿ 

指定管理者は、申請法人等から提出された申請書類等について、次の選定基準に基

づき県土整備局指定管理者選定審査委員会住宅部会（以下「外部評価委員会」といい

ます。）による評価を行った上で、県の働き方・行政改革推進本部で候補を選定し、最

終的には県議会の議決を経て知事が指定します。 

  

 この県営住宅等指定管理事業計画書は、指定管理者の選定過程の透明性を確

保し、また、県民の方々等に施設の運営方針等を御理解いただくために公表し

ているものです。 

 県営住宅等指定管理事業計画書の著作権は、著作権法に基づき指定管理者に

帰属しており、著作権法上認められた場合を除き、指定管理者に無断で複製・

転用することはできません。 
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(1) 選定基準 

指定管理者候補の選定に当たっては、「サービスの向上」「管理経費の節減等」及

び「団体の業務遂行能力」の３つの視点から、条例及び神奈川県県営住宅条例施行

規則（平成10年神奈川県規則第４号。以下「規則」といいます。）で規定する「指定

の基準｣を満たしているか評価します。 

大
項
目 

中項目 小項目 評価の視点 配
点 

指定の基準 

（条例、規則） 

評価の対象

とする申請

書類の該当

箇所 

Ⅰ 

サ
ー
ビ
ス
の
向
上(

55)
 

(1)指定管

理業務実

施にあた

っての考

え方、運営

方針等 

指定管理

業務実施

にあたっ

ての考え

方、運営方

針等 

〇公営住宅法等の関係法令及び条例

等を遵守し、県営住宅等の果たす

べき役割を踏まえ、効果的・効率

的な管理運営のための基本的な考

え方 

〇県営住宅等の特性を理解し、高齢

者、障がい者、外国籍県民など配

慮が必要な入居者に対してサービ

スを行うための基本的な考え方 

〇業務の一部を委託する場合の業務

内容等 

（注）委託とは、工事の請負等を含

め、指定管理者が業務の一部を外

注する行為を指す。以下同じ。 

５ 

〇条例第３条

第１項 

〇条例第68条

第１号、第３

号 

 

 

〇様式２ 

項目番号１ 

(2)施設の

維持管理 

①維持管

理の実施

方針 

○老朽化が進む県営住宅等の特性や

課題を踏まえた維持管理の実施方

針 

○維持修繕業務の円滑な遂行の実施

方針 

〇維持修繕業務における地域事業者

との連携 

５ 

〇条例第68条

第２号、第

３号 

〇規則第58条 

〇様式２ 

項目番号３ 

②維持管

理の実施

体制 

〇老朽化が進む県営住宅等の特性や

課題を踏まえた維持管理の実施体

制 

〇維持修繕業務の円滑な遂行の実施

体制 

〇維持修繕業務における地域事業者

との連携 

〇的確な募集に向けた空き住戸の状

況把握の実施体制 

10 

〇様式２ 

項目番号

２、４ 

(3)利用促

進のため

の取組、利

用者への

対応 

①入居者

管理業務

（入居者

対応等）の

実施方針 

○入居者のニーズや苦情、トラブル

等への対応の実施方針 

〇高齢者、障がい者、外国籍県民な

ど多様な入居者への対応や支援の

実施方針 

〇活動が停滞している自治会に対す

る支援の実施方針 

〇共用部分代行管理業務の実施方針 

５ 

〇条例第３条

第１項 

〇条例第68条

第２号 

〇様式２ 

項目番号５ 
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②入居者

管理業務

（入居者

対応等）の

実施体制 

〇入居者のニーズや苦情、トラブル

等への対応の実施体制 

〇諸手続き（許認可補助、家賃関連

補助、駐車場使用者管理）の実施

体制 

〇高齢者、障がい者、外国籍県民な

ど多様な入居者への対応や支援の

実施体制 

〇活動が停滞している自治会に対す

る支援の実施体制 

〇サービスセンターでの入居者対応

等の実施体制 

〇共用部分代行管理業務の実施体制 

〇市町など関係機関との連携の実施

体制 

10 

〇様式２ 

項目番号

２、６ 

③単身高

齢者等の

見守り 

〇県営住宅の入居対象者の特性を踏

まえた取組 

〇高齢者等の安心に資する取組 

〇緊急事態の早期発見 

５ 
〇様式２ 

項目番号７ 

(4)事故防

止等安全

管理 

危機管理

等に対す

る計画と

備え 

〇台風接近時や南海トラフ地震臨時

情報発表時等における予防措置の

考え方及び体制 

〇大規模災害等の発生時における施

設及び入居者の安全確保の考え方

及び体制 

〇施設の破損、事故等の緊急時にお

ける施設及び入居者の安全確保の

考え方及び体制 

〇県や関係機関等との連携について

の考え方及び体制 

５ 

〇条例第68条

第２号、第

３号 

〇規則第58条 

〇様式２ 

項目番号８ 

(5)地域と

連携した

魅力ある

施設づく

り 

健康団地

への再生

に向けた

取組 

〇健康団地の趣旨に対する理解 

〇健康団地の再生に向けた取組 

〇関係機関や団体との連携 

10 
〇条例第３条

第１項 

〇様式２ 

項目番号９ 

Ⅱ 

管
理
経
費
の
節
減
等(

20) 

(6)節減努

力等 

指定管理料の積算価格（最高額）－ 指定管理料の提案額 

指定管理料の積算価格（最高額）× 節減上限率（0.17） 

注１ 「提案額」「積算価格」は、指定期間内の総

額とする。 

注２ 「節減上限率」は、一般業務委託に適用さ

れる最低制限価格率を基に設定し、積算価格

から一定以上節減した提案額は、一律満点と

なる。 

注３ 評価点は小数点以下切上げとする。 

20 
〇条例第68条

第５号 

〇様式２ 

項目番号10 

〇様式３～

７ 

  

×20 
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Ⅲ 

団
体
の
業
務
遂
行
能
力(

25)
 

(7)人的な

能力、執行

体制 

人的な能

力、執行体

制 

○指定期間を通じて効果的・効率的

に指定管理業務を行うための人員

配置等の状況 

〇業務の一部を委託する場合の管

理・指導体制の状況 

〇指定期間を通じて安定して指定管

理業務を行うための人材育成や職

員採用の状況、労働時間短縮の取

組や職場のハラスメント対策など

労働環境の確保に係る取組状況 

５ 

〇条例第68条

第２号、第

４号 

〇様式２ 

項目番号

２、11  

(8)財政的

な能力 

財政的な

能力 

〇安定した指定管理業務の実施を判

断する指標としての団体等の経営

状況、団体等の事業の継続性・安

定性の度合い、団体等の事業の信

頼性の度合い 

５ 
〇条例第68条

第５号 

〇直近の

３事業年

度分の決

算書等 

(9)コンプ

ライアン

ス、社会貢

献 

コンプラ

イアンス、

社会貢献 

〇指定管理業務を実施するために必

要な団体等の企業倫理・諸規程の

整備、施設設備の維持管理に関す

る法規や労働関係法規などの法令

遵守の徹底に向けた取組の状況

（労働条件審査の実施予定など施

設職員に係る労働条件の確認の有

無を含む） 

〇指定管理業務を行う際の環境への

配慮の状況 

〇再生可能エネルギー電力の利用に

向けた取組 

〇法定雇用率の達成状況等、障害者

雇用促進の考え方と実績 

〇障害者差別解消法及び神奈川県当

事者目線の障害福祉推進条例に基

づく合理的配慮の提供など、「とも

に生きる社会かながわ憲章」の主旨

を踏まえた取組についての考え方 

〇手話言語条例への対応 

〇社会貢献活動等、ＣＳＲの考え方

と実績、ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）への取組 

５ 
〇条例第68条

第３号 

〇様式２ 

項目番号13 

(10)事故・

不祥事へ

の対応、個

人情報保

護 

事故・不祥

事への対

応、個人情

報保護 

〇募集開始の日から起算して過去３

年間の重大な事故または不祥事の

有無ならびに事故等があった場合

の対応状況及び再発防止策構築状

況 

〇個人情報保護についての方針・体

制、職員に対する教育・研修体制

及び個人情報の取扱いの状況 

５ 
〇条例第68条

第３号 

〇様式２ 

項目番号14 

(11) こ れ

までの実

績 

これまで

の実績 

〇共同住宅（分譲、賃貸を問わない）

の管理実績の状況 

〇県又は他の自治体における指定取

消しの有無 

５ 

〇条例第68条

第３号、第

４号 

〇様式 11

－１、11－

２、12 
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Ⅰ
の
加
点
項
目(

５) 

(12) 県 営

住宅等の

課題の解

決に向け

た事業提

案 

県営住宅

等の課題

の解決に

向けた事

業提案 

○次のいずれか又は複数の課題の解

決に向けた自主事業の内容 

・入居者の高齢化 

・施設の老朽化 

・空き住戸、空き店舗、空き駐車場

等の有効活用や劣化防止 

５ - 
〇様式２ 

項目番号16 

○ 積算に重大な誤りがある場合又は積算の内容が法令の規定に抵触している場合は、選

外となります。 

○ 積算に重大な誤りはないが、指定管理業務の実施への支障や地域への悪影響が懸念さ

れる場合は、「節減努力等」の評価を０点とすることがあります。 

○  加点項目は、最低基準点（「サービスの向上」及び「団体の業務遂行能力」の配点の合

計点の６割に相当する点数）を満たし、「サービスの向上」を対象として施設の魅力向上

につながる新たな提案（自主事業）があった場合に、５点以内で評価を行います。 

(2) 選定手続 

ア 資格審査及び申請内容の確認等 

申請書類の受理後、公共住宅課において資格審査を行います。 

また、申請内容について、公共住宅課から確認又は照会を行う場合があります。 

イ 外部評価委員会による評価 

(ｱ) 実施日時：令和８年４月頃（日時は別途連絡します。） 

(ｲ) 実施場所：未定（場所は別途連絡します。） 

(ｳ) 実施方法： 

書類及び面接により評価します。面接評価は公開とし、申請法人等の担当者

（３名まで出席できます。）が事業計画書の内容等について説明を行った上で、

外部評価委員が質疑を行います。 

面接評価は、申請法人等が特にアピールしたい点及び申請書類の内容を確認

するために実施するものですので、申請書類に記載のない新しい提案等はでき

ません。 

なお、評価を決定する場合等公開に支障がある場合は、外部評価委員会に諮

った上で非公開とします。 

ウ 働き方・行政改革推進本部における選定 

外部評価委員会の評価結果を踏まえ、県の働き方・行政改革推進本部で指定管

理者候補を選定します。働き方・行政改革推進本部は、県内部の会議ですので、申

請法人等は出席できません。 

(3) 選定結果の通知・公表 

指定管理者候補の選定結果は、令和８年６月上旬に、すべての申請法人等に通知

します。 

また、県のホームページで結果を公表します。 

(4) 留意事項 

ア 指定管理者候補の選定について 

申請法人等の「サービスの向上」及び「団体の業務遂行能力」の評価点の合計が

最低基準点（48点）に満たない等、県が求めるサービス水準等を確保できないと



 

 - 12 -

見込まれる場合は、指定管理者候補として選定しません。 

イ 指定管理者候補の辞退等 

指定管理者候補の辞退、指定議案の否決等の理由により指定管理者候補を指定

できない場合又は指定した指定管理者が正当な理由なく協定を締結せず、指定を

取り消された等の場合は再募集を行わず、選定順位が第２位以下の申請法人等を

順次、指定管理者候補とする場合があります。 

ウ 不正行為の禁止 

外部評価委員会委員に対し、不正な接触又は接触を求めた事実が認められた場

合、その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った事実が認めら

れた場合は、選外とします。 

 

６ 指定管理業務開始までのスケジュール（予定）＿ 

○ 指定管理者の募集期間 令和８年１月21日（水）から令和８年３月17日（火）まで 

○ 質問事項の受付期間  令和８年１月21日（水）から令和８年２月20日（金）まで 

○ 公募説明会の開催   令和８年２月４日（水） 

○ 外部評価委員会（面接評価）の開催     令和８年４月頃 

○ 働き方・行政改革推進本部の開催      令和８年５月頃 

○ 県議会における議決            令和８年７月頃 

○ 指定管理者の指定の告示（県公報）     令和８年８月頃 

○ 基本協定の締結              令和８年８月以降 

○ 年度協定の締結              令和９年３月頃 

○ 指定管理者による管理の開始        令和９年４月１日 

 

７ 選定過程等の公表について＿ 

本施設の指定管理者の選定過程等については、透明性・公平性の確保の観点から、

次の内容を県のホームページ（記者発表を行う場合もあります。）等で公表します。 

○ 指定管理者候補選定後     … 提案概要、外部評価委員会における申請

法人等ごとの採点結果、指定管理者候補名

及び選定理由等 

○ 県公報による指定管理者告示後 … 指定された法人等の県営住宅等指定管理

事業計画書 

 

８ 指定期間（予定） 

 令和９年４月１日から令和14年３月31日まで（５年間） 

  なお、指定期間は、県議会の議決後、知事が指定した日に確定するものとします。 

 

９ 指定管理者が行う業務   

指定管理者は、以下の業務を行うこととします。 

詳細は、別に定める「県営住宅等の維持管理及び運営等に関する標準業務仕様書（以

下｢標準業務仕様書｣といいます。）」等に従い、行うこととします。 

(1) 条例第66条に係る業務 
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ア 県営住宅等の維持管理に関する業務 

(ｱ) 維持修繕業務 

Ⅰ 維持修繕業務（Ⅱの業務を除きます。） 

Ⅱ 国の交付金等を受けて実施する維持修繕業務 

(ｲ) 共益施設管理業務 

(ｳ) 法定点検業務 

(ｴ) 一時提供住戸整備業務 

イ 県営住宅等の利用の促進に関する業務 

(ｱ) 入居者募集関連業務 

(ｲ) 部屋の明渡し業務 

(ｳ) 仮移転先住戸・本移転先住戸の鍵渡し業務 

ウ その他県営住宅等の円滑な利用の確保に関する業務 

 (ｱ) 入居管理業務 

 (ｲ) 健康団地業務 

 (ｳ) 新築・増改築住宅及び新設駐車場の引継ぎ並びにかし補修 

(ｴ) 団地内貸付店舗等管理業務  

(ｵ) 団地巡回指導・空き住戸管理業務 

(ｶ) 防火管理者業務 

(2) 県費のみを用いて行う維持修繕業務 

県営住宅等の維持修繕業務のうち、県費のみを用いて実施する工事（本要項９(1)

－ア－(ｱ)－Ⅰ）で400万円を超える工事の発注については、透明性・客観性及び競

争性を確保するため、県の発注方式に準じて入札方式を採用していただきます（400

万円以下は見積合せ等によります。）。 

(3) 国の交付金等を受けて行う維持修繕業務 

県営住宅等の維持修繕業務のうち、国の交付金等を受けて実施する工事（本要項

９(1)－ア－(ｱ)－Ⅱ）で400万円を超える工事の発注については、透明性・客観性及

び競争性を確保するため、県の発注方式に準じて入札方式を採用していただきます

400万円以下は見積合せ等によります。）。 

  ア ホームページを用いた公告 

指定管理者はホームページを開設し、工事名や概要、資格要件等を一般に周知

していただきます。県は、指定管理者が工事を発注する旨を県ホームページに掲

載します。 

  イ 審査会（入札適正監視委員会）の設置 

指定管理者は、外部の専門家を交えた審査会を設置し、入札執行に際して透明

性、公平性、競争性が確保されているかを審査します。 

詳細は、「県営住宅等の維持管理及び運営等に関する標準業務仕様書」を御覧く

ださい。 

(4) 維持修繕業務における工事等の発注 

 維持修繕業務における工事等の発注先の選定に当たっては、県内中小企業者の受

注機会の確保・拡大を図るようお願いいたします。なお、この取組は、「施設の維持

管理」の審査事項のひとつとしていますので、県営住宅等指定管理事業計画書にお

いて、実施方針や具体的な実施方法、実施体制について記載してください。 
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また、発注状況については、県に適宜御報告いただくとともに、実績報告書（本要

項11‐(15) ）の提出に合わせて、年度の発注状況を取りまとめた業務委託実績報告

書を提出していただきます。 

(5) 業務の第三者への委託 

指定管理者は、業務の一部を委託することは可能ですが、指定管理業務を一括し

て第三者に委託することはできません。 

業務の一部について、第三者への委託（工事の請負等を含め、指定管理者が業務

の一部を外注する行為を指します。以下同じ。）を予定している場合は、「委託予定

業務一覧表」（「申請書等様式集」の様式９）を作成し、申請時に提出してください。

指定期間中に、申請時に予定していなかった委託を行う場合も同様です。 

「委託予定業務一覧表」に記載された業務のうち、相手方の選定方法や業務委託

の仕様等を県が把握する必要があると認める業務については、業務開始前までに具

体的な内容を記載した書類を提出いただき、県から承認を受けてください。 

なお、委託先の選定に当たっては、県内中小企業者や障害者雇用企業等（※参考）

への優先発注を図ってください。これらの優先発注に係る業務・発注先について、

可能な限り具体的に「委託予定業務一覧表」に記載してください（記載内容は実績

報告書によるモニタリング時に確認させていただきます。）。 

（※参考） 

○ 県内中小企業者とは、神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例（平成20年神奈川県条

例第46号）第２条に定める者又はこれに準ずる者とします。 

○ 障害者雇用企業等が掲載されているアドレスは次のとおりです。 

・本県の指定管理者制度のホームページ 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/hy8/cnt/f5586/ 

また、｢11 管理の基準｣(15)に規定する実績報告書の提出に合わせて、「業務委託

実績報告書」を提出してください。 

なお、参考として、指定管理業務に必要な物品の障害者雇用企業等からの購入に

ついて、予定（「委託予定業務一覧表」の参考資料）と実績（「業務委託実績報告書」

の参考資料）を御報告いただきます。 

（注：維持修繕業務に係る工事発注の考え方を把握するため、申請書等様式集の様

式９「委託予定業務一覧表」に工事発注の考え方を記載してください。） 

(6) 用語の定義 

本要項及び申請様式で使用する業務の名称については、以下のとおり整理するこ

ととします。 

用語 
内容 

募集要項 標準業務仕様書 

維持修繕

業務等 
本要項 ９‐(1)‐ア 

「Ⅱ－１－１ 県営住宅等の維持管理に

関する業務」、「Ⅱ－１－２ 国の交付金等

を受けて行う維持修繕業務」に記載のある

業務 

入居管理

業務等 
本要項 ９‐(1)‐イ、ウ 

「Ⅱ－２ 県営住宅等の利用の促進に関

する業務」、「Ⅱ－３ その他県営住宅等の

円滑な利用の確保に関する業務」に記載の

ある業務 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/hy8/cnt/f5586/
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10 管理に要する経費  

(1) 指定管理業務に係る経費 

  指定管理業務に係る経費は、以下のとおり整理しています。 

○人件費  指定管理業務全般に係る人件費（法定福利費、退職給与引当金等を含みます。） 

○事務費  消耗品費、通信運搬費、旅費、事務機器リース料、備品購入費、光熱水費、施設

管理者賠償責任保険料等に加えて、工事の執行に係る設計・監理料や附帯事務費を

含みます。なお、備品について、指定管理者が、指定開始日以降、更新又は新たに

購入した備品のうち、県が管理施設の継続的な運営に必要と認めたものについて

は、指定期間の終了後又は指定の取消し後に、速やかに県に無償譲渡していただく

ことになります。 

○工事費  各種の維持修繕工事や共益施設の管理・点検に要する費用（ただし、附帯する事

務費は除きます。） 

指定管理料の算出に当たっては、本要項の「９ 指定管理者が行う業務」に示す

すべての指定管理業務に係る人件費・事務費について、必要な経費を計上し、提案

してください。 

(2) 積算価格 

県が想定している各地域の指定管理料（以下「積算価格」といいます。）を以下の

とおりお知らせします。この金額を上回る提案については、選外とします。 

ア 横浜等地域の年度別積算価格（年額）         （単位：千円 税込み） 

イ 川崎地域の年度別積算価格（年額）          （単位：千円 税込み） 

 

 

ウ 相模原等地域の年度別積算価格（年額）        （単位：千円 税込み） 

 

 

エ 横須賀三浦地域の年度別積算価格（年額）       （単位：千円 税込み） 

 

※ 税込み：消費税及び地方消費税（10％）を含む金額 

※ 指定管理料の提案額は、各年度とも県が積算した金額（消費税及び地方消費税

を含む金額）を上限とします。 

※ 項目「節減努力等」は、提案された指定管理料の各年度の合計額により評価し

ます。なお、評価の方法は、次の計算式のとおりです。   

 

 

 

※ 「節減上限率」は、一般業務委託に適用される最低制限価格率を基に設定し、

積算価格から一定以上節減した提案額は、一律満点となります。 

９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 合計 

580,333 580,333 580,333 580,333 580,333 2,901,665 

９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 合計 

93,940 93,940 93,940 93,940 93,940 469,700 

９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 合計 

112,717 112,717 112,717 112,717 112,717 563,585 

９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 合計 

116,362 116,362 116,362 116,362 116,362 581,810 

指定管理料の積算価格（最高額）－ 指定管理料の提案額

指定管理料の積算価格（最高額） × 節減上限率（0.17）
 ×20 
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※ 積算価格の内訳は、参考資料２を参照してください。 

〔重要〕積算価格内訳（年額）（＝県が想定している指定管理料） 
（単位：千円） 

募集単位 
指定管理業務 

横浜等 

地域 

川崎 

地域 

相模原等 

地域 

横須賀三浦 

地域 

県営住宅等指定管理業務のうち、県費のみを用いて行う業務 

（９(1)‐ア‐(ｱ)‐Ⅱの業務を除く全業務） 

（令和６年度の工事費を参考とした積算例示） 
3,519,177 493,101 591,866 618,448 

 入居管理業務等に係る人件費・事務費 330,163 59,962 71,930 73,622 

 

 

① 入居管理業務等に係る人件費・事務

費（下記②、③を除く）（提案対象積

算価格） 

313,966 57,299 69,271 69,125 

 ② 健康団地業務に係る人件費・事務費

（提案対象積算価格） 

16,197 

※１ 

2,663 

※１ 

2,659 

※１ 

4,497 

※１ 
 ③ 単身高齢者等見守り業務に係る人件

費・事務費（提案対象外） 
※２ ※２ ※２ ※２ 

 維持修繕業務等に係る人件費・事務費 

（提案対象積算価格） 
180,510 24,517 29,430 30,839 

工事費（提案対象外） 3,008,504 408,622 490,506 513,987 

県営住宅等指定管理業務のうち国の交付金等(国費)を受

けて行う業務 

（９(1)‐ア‐(ｱ)‐Ⅱの業務）（令和６年度の工事費の積

算例示） 

1,230,664 167,151 200,647 210,252 

 人件費・事務費（提案対象積算価格） 69,660 9,461 11,357 11,901 

工事費（提案対象外） 1,161,004 157,690 189,290 198,351 

人件費・事務費（提案対象積算価格）の合計金額 580,333 93,940 112,717 116,362 

合 計 金 額（税抜き） 4,749,841 660,252 792,513 828,700 

合 計 金 額（税込み） 5,224,825 726,277 871,764 911,570 

※１ 健康団地業務に係る人件費・事務費は、毎年度、事業計画書を提出いただいた上で協議し、選

定時の提案を上回る計画となった場合は、上回る分の人件費・事務費も含め、調整するものです。 

※２ 単身高齢者等見守り業務に係る人件費・事務費は、毎年度、事業計画書を提出いただいた上で

調整するものです。 

(注) 千円未満端数処理のため、小計及び合計金額が一致しない場合があります。 

提案額については上記表を基に、県営住宅等指定管理業務については、表に記載した

工事費が５年間変わらないものとして積算します。 

なお、県費のみを用いて行う業務の「維持修繕業務等に係る人件費・事務費」と、国の

交付金等（国費）を受けて行う業務の「人件費・事務費」については、工事費に対する人

件費・事務費の割合（％）で提案いただきます。 
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(3) 提案方法 

指定管理料（人件費・事務費）の提案は以下の方法で行ってください。また、提案

に当たっては、「標準業務仕様書」に加えて、参考資料等において過去の指定管理業

務における事務量や工事量の実績を目安としてお示ししていますので、これらの資

料に基づき十分精査の上、御提案ください。 

ア 県営住宅等の指定管理料 

① 県費のみを用いて行う指定管理業務 

（本要項９(1)‐ア‐(ｱ)‐Ⅱの業務を除くすべての業務） 

単身高齢者等見守り業務以外に係る人件費・事務費については、申請法人等

に指定管理料を提案していただきます。 

ただし、維持修繕業務等に係る人件費・事務費に関しては、毎年度の事業量

が変動し、事業の実施に要する人件費・事務費も年度によって一定ではないこ

とから、工事費に対して要する人件費・事務費の割合（％）を提案していただき

ます。 

県は、指定管理者が提案した割合（％）に応じて、各年度の工事費に見合った

人件費・事務費を支払います。 

例）人件費・事務費を８％として提案した場合 

   → Ａ年度の工事費が10億円 → 人件費・事務費は8,000万円 

   → Ｂ年度は工事費が７億円  → 人件費・事務費は5,600万円 

    一方、工事費については、実施していただく工事箇所や内容が変更すること

などから、県が年度ごとに予算措置をした費用を指定管理料としますので、提

案していただく必要はありません。 

② 国の交付金等（国費）を受けて行う維持修繕業務 

（本要項９(1)‐ア‐(ｱ)‐Ⅱの業務） 

    県営住宅等指定管理業務のうち、維持修繕業務の中には、国からの交付金等

を受けて工事を行う業務があります。この業務の人件費・事務費についても、

申請法人等に指定管理料を提案していただきます。 

     ただし、国からの交付金等を受けて行う工事に関しては、毎年度の事業量が

大きく変動し、事業の実施に要する人件費・事務費も年度によって一定ではな

いことから、工事費に対して要する人件費・事務費の割合（％）を提案していた

だきます。 

     県は、指定管理者が提案した割合（％）に応じて、各年度の工事費に見合っ

た人件費・事務費を支払います。  
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参考：経費区分と提案額との関係 

１ 県費のみを用いて行う指定管理業務 

（本要項９(1)‐ア‐(ｱ)‐Ⅱの業務を除くすべての業務） 

業務内容 経費区分 提案額との関係 

入居管理 

業務等 

入居管理業務等に係る人件費・事務費 ※下記のとおり 

 

① 入居管理業務等に係る人件費・事務費（下記

②、③を除く） 
提案対象（円） 

② 健康団地業務に係る人件費・事務費 

③ 単身高齢者等見守り業務に係る人件費・事

務費 
提案対象外 

  

維持修繕業

務等 

(②を除きま

す。) 

維持修繕業務等に係る人件費・事務費 提案対象（％） 

工事費 提案対象外 

 

  ２ 国の交付金等（国費）を受けて行う維持修繕業務（本要項９(1)‐ア‐(ｱ)‐Ⅱの業務） 

業務内容 経費区分 提案額との関係 

国交付金等

に係る維持

修繕業務等 

維持修繕業務等に係る人件費・事務費 提案対象（％） 

工事費 提案対象外 

 

(4) 指定管理料に係る留意点 

指定管理料については、次の点に留意してください。 

① 指定管理者候補の選定は、プロポーザル方式により行い、提案された指定管理

料の高低だけでなく、事業計画の内容等を総合的に評価します。 

② 県が提示する指定管理業務の基準を上回る提案も可能です。 

③ 提案していただく人件費・事務費の指定管理料は、本要項「９ 指定管理者が

行う業務（９-(1)に記載の業務）」の指定管理業務に係る人件費・事務費です。 

ただし、単身高齢者等見守り業務に係る人件費・事務費の指定管理料について

は、提案額に含めないでください。 

④ 県は、提案された指定管理料を基に債務負担行為を設定しますが、指定管理料

は、提案された金額に基づき予算調整を行い、県議会における予算の議決を経て、

年度協定において確定しますので、提案額が必ずしも保証されるものではありま

せん。指定管理料の額と支払い方法は年度協定書で定めます。 

⑤ 指定管理業務のうち、県営住宅等に係る工事費（人件費・事務費は含みません。）

の指定管理料は、県の予算審議過程を経て決定された各会計年度の予算の範囲内

で県が指定管理者に工事費の指定管理料として提示し、年度協定書において確定

するものです。 

健康団地業務に係る人件費・事務費は、毎年度、事業計画書を提出いただいた

上で協議し、選定時の提案を上回る計画となった場合は、上回る分の人件費・事

務費も含め、調整するものです。 

単身高齢者等見守り業務に係る人件費・事務費は、毎年度、事業計画書を提出
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いただいた上で調整するものです。 

⑥ 指定管理料は、前記の④及び⑤で確定したものの合計額になります。 

⑦ 指定管理業務以外に、自主事業（指定管理業務とは別に、入居者サービス向上

等を目的として自主的に行う業務）を提案する場合は、申請法人等（指定管理者）

の財源と責任において行ってください（あくまでも、指定管理業務以外の事業と

して自主的に行うものであるため、提案額や収支計算書には含めないでください。

また、県営住宅等指定管理事業計画書に記載をする際には、自主事業である旨を

明記してください。）。なお、選定基準の中項目「(12)県営住宅等の課題の解決に

向けた事業提案」（加点項目）は、自主事業として提案していただきます。 

(5) 指定管理料の変更等 

ア ２年目以降の指定管理料 

提案された金額に基づき毎年６月末までに提出される翌年度の収支計画に基づ

いて予算調整を行い、予算の議決を経た後に年度協定書で定めます。 

なお、指定管理料の積算に影響を及ぼす指定管理業務の変更又は法令・制度改

正、物価水準の大幅な変動等があった場合は、県と指定管理者との協議により、

必要に応じて、指定管理料の額を変更します。 

イ 指定管理料の増減による精算 

 (ｱ) 県費のみを用いて行う指定管理業務 

（本要項９(1)‐ア‐(ｱ)‐Ⅱの業務を除くすべての業務） 

   入居管理業務等に係る人件費・事務費において、指定管理者が、県が示した

要求水準を満たしながら業務を実施する中で、人件費・事務費等経費の節減な

どを行い指定管理者の経営努力により生み出された剰余金については、県は、

原則として返還は求めません。また、指定管理者の運営に起因する不足額につ

いては、原則として補填は行いません。 

     維持修繕業務等に係る人件費・事務費については、前述のとおり、事務費率

（％）として提案をいただきますので、御提案いただいた事務費率（％）に基づ

いて、工事費に見合った人件費・事務費をお支払いします。そのため、各年度の

工事費が最終確定した後に、精算を行います。 

(ｲ) 国の交付金等（国費）を受けて行う維持修繕業務 

（本要項９(1)‐ア‐(ｱ)‐Ⅱの業務） 

   年度によって修繕事業の実施額の変動が大きく、県が予算計上を行ったとし

ても、国から交付金等が交付されないなどの理由で事業を実施しない場合があ

るため、実施する事業や額の確定後に精算を行います。 

   これに対応する人件費・事務費については、前述のとおり、事務費率（％）と

して提案をいただきますので、御提案いただいた事務費率（％）に基づいて、工

事費に見合った人件費・事務費をお支払いします。そのため、各年度の工事費

が最終確定した後に、精算を行います。 

ウ 指定管理料の返還等 

  指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務が履行されていないことが確認

された場合には、県は履行されなかった部分に相当する指定管理料を支払わず又

は支払った指定管理料の返還を求めます。  
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(6) 賃金水準の変動への対応 

  各年度の人件費（自主事業に係る経費を除きます。）について、雇用形態別の賃金

水準をはかる指標に一定以上の変動が見られた場合に、指定期間２年目以降の指定

管理料の調整を行う仕組み（以下「賃金スライド制度」といいます。）を導入してい

ます。 

申請に当たっては「賃金スライド対象人件費等提案書」（様式８）に必要事項を記

入の上、提出してください。 

なお、指定管理者として指定された後、賃金スライド制度に基づく指定管理料の

増額を希望する場合、別途申請が必要となりますので、御留意ください。詳細は、

参考資料33「指定管理者制度における賃金スライド制度の運用マニュアル」を御確

認ください。 

(7) 管理口座・区分経理 

指定管理業務に係る経費及び収入は、指定管理者が行う他の業務とは別の口座で

管理してください。別に口座を開設することができない場合は、指定管理業務と他

の業務と混同しないように管理してください。 

また、会計処理においては、指定管理者としての業務に係る経理とそれ以外の業

務に係る経理とを区分して整理してください。 

 

11 管理の基準＿ 

  指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行ってください。 

(1) 関係法令等の遵守 

    業務の遂行に当たっては、次の関連する法令等を遵守してください。 

ア 地方自治法 

イ 公営住宅法 

ウ 神奈川県県営住宅条例、神奈川県県営住宅条例施行規則（平成10年神奈川県規

則第４号） 

エ 施設設備の維持管理に関する法規（建築基準法（昭和25年法律第201号）、消防

法（昭和23年法律第186号）、電気事業法（昭和39年法律第170号）等） 

オ 労働関係法規（労働基準法（昭和22年法律第49号）、労働安全衛生法（昭和47年

法律第57号）、最低賃金法（昭和34年法律第137号）等） 

カ その他の関係法令（神奈川県手話言語条例（平成26年神奈川県条例第89号）等） 

キ 行政機関が定めた計画、指針、要綱、通知等（神奈川県地域防災計画等） 

(2) 事故発生時等の対応 

事故・不祥事等の発生時や、指定管理施設における安全管理の妨げとなりうる事

案を認知した際は、速やかに県に報告してください。（参考資料27） 

また、上記に係る連絡網を整備し指定期間開始までに県に報告するとともに、職

員に周知してください。 

(参考) 

・事故：事故に該当するか否かは、施設の特性や発生時の状況等を踏まえて、指定管理者又

は施設所管課が判断 

・不祥事：懲戒処分の指針の標準例に列挙された行為に相当し団体が処分を行ったもの 

・指定管理施設における安全管理の妨げとなりうる事案：①犯罪予告、脅迫又は不当な要求、

②指定管理業務に重大な悪影響を及ぼしうる不審者・不審物等とし、指定管理業務に重大

な悪影響を及ぼしうるか否かは、指定管理者又は施設所管課が判断  
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(3) 非常時優先業務の実施体制の確保 

大規模地震の発生や新型インフルエンザのまん延などの危機事象に直面した場合、

非常時優先業務（入居者の避難誘導、救護・介護、人的・物的被害状況の把握、県・

関係機関への報告・連絡・協力等）を優先して実施してください。 

また、非常時優先業務に係る平時から取り組むべき事項（例：非常時業務マニュ

アルの策定など）について、県と協議の上、対応していただきます。 

(4) 文書の管理・保存 

指定管理者は、神奈川県行政文書管理規程及び同運用通知に基づいて、別途、文

書の管理に関する規程等を定め、業務の実施に伴い作成し、又は受領する文書等を

適正に管理・保存してください。 

指定管理者が作成・受領した文書等は、指定期間の終了後又は指定の取消し後に、

県の指示に従って引き渡してください。 

ただし、法令等の規定により、指定管理者である事業者に保存が義務付けられて

いる文書等は除きます。 

(5) 指定管理者の窓口開設時間 

  入居者等への対応窓口の開設時間は、最低限、次のとおりとします。 

  ８時30分から12時まで、13時から17時15分まで 

  ただし、土・日曜、休日及び年末年始の指定された期間は休み 

（なお、上記の時間以外にも緊急時の対応は必要です。休日夜間に入居者からの

連絡等を24時間受け付け、対応できる体制をとっていただく必要があります。） 

(6) 県営住宅管理システムの利用 

県営住宅等の入居者管理業務等は県営住宅管理システムを利用して事務処理を行

っていただきます。機器については無償で貸与いたしますが、用紙等消耗品(プリン

タトナーを含みます。)、光熱費等の費用は指定管理者の負担となります。 

（注）管理事務所の開設に伴う当初の機器設置費、回線工事費及び回線使用料は県

で負担しますが、電源工事は指定管理者の負担となります。また、指定期間

中の事務所の移転等に伴う機器移設費や回線工事費は指定管理者で負担して

いただきます。 

(7) 守秘義務 

指定管理者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしては

なりません。 

また、業務の一部を第三者に委託した場合には、第三者が管理業務を行うに当た

り業務上知り得た内容を他の第三者に漏らさないよう必要な措置を講じなければな

りません。 

   なお、指定期間の終了後又は指定の取消し後も同様とします。 

(8) 個人情報の保護（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の適用） 

指定管理者が個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律の規定に

従い、個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めてください。 

また、指定管理業務の実施により知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損等の

事故の防止その他の個人情報の適正な管理を図るため、指定管理者は、別途、個人

情報の取扱いに関する規程等を定め、公表してください。 

なお、個人情報の漏えい等の行為には、個人情報の保護に関する法律に基づく罰

則が適用される場合があります。  
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(9) 情報システムの管理 

情報システム等を用いて、個人情報等の管理業務上重要な情報を取り扱う場合に

は、第三者の専門機関による当該情報システム等の安全性の確認を受ける等、情報

漏えい等の事故防止対策を確実に行ってください。 

(10)情報公開（神奈川県情報公開条例の適用） 

指定管理者は、神奈川県情報公開条例に基づき、管理している文書の公開に努め

てください。 

また、文書の公開を行うに当たっては、別途、情報の公開に関する規程等を定め、

この規程等により行ってください。 

(11)環境への配慮 

ア 指定管理者は、神奈川県地球温暖化対策計画に沿って、温室効果ガスの排出量

の削減に努めるとともに、知事部局が、エネルギーの使用の合理化及び非化石エ

ネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」とい

います。）に基づいて行う定期報告等の業務に必要な事務を行ってください。 

（主な取組） 

(ｱ) 神奈川県地球温暖化対策計画に沿って、温室効果ガスの削減の目標を設定し、

その目標を達成するための取組を推進すること。 

(ｲ) 知事部局及び教育委員会が省エネ法等に基づき定期報告等の業務を行うため

に必要なエネルギーの使用状況、エネルギーを消費する設備やその改善等に関

する状況を報告すること。 

イ 指定管理者は、環境負荷の低減に配慮した指定管理業務の実施に努めてくださ

い。 

（主な取組） 

(ｱ) 環境に配慮した商品・サービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、廃

棄に当たっては、資源の有効活用や適正処理を図ること。 

(ｲ) 電気・ガス・ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた取組を推進する

こと。 

(ｳ) 化学物質・感染性廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事

故を防止すること。 

(ｴ) 入居者等に対して環境の保全及び創造に関する情報提供に努めるとともに、

業務に従事する者に対する教育及び学習の推進に努めること。 

ウ 指定管理者は、神奈川県地球温暖化対策計画等に基づき、再生可能エネルギー

電力の利用に向けた取組を行ってください。 

（主な取組） 

(ｱ) 小売電気事業者と電力契約を締結するに当たり、再生可能エネルギー電力

100％のメニューで契約すること。なお、再生可能エネルギー電力とは、「RE100 

TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たすものです。 

(ｲ) 県では、脱炭素社会の実現に向けて、太陽光発電等の導入を推進しています。

本施設も指定期間中に太陽光発電等の設備を導入する予定ですので、本募集要

項とは別に調整させていただきます。 
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（参考） 

・導入の時期や規模が決定した段階で、県は事前に指定管理者と協議を行います。 

・設備の導入に伴う費用は原則として県が負担することとし、設備導入後における維持

管理費（電気料金等）は指定管理料で調整を行う予定です。 

(12)障害者に対する合理的配慮の提供 

指定管理者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律

第65号）第８条の規定により、障害者に対して合理的配慮を提供することが義務付

けられています。 

また、神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例（令和４年神奈川県条例第57号）

第14条第２項の規定により、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意

思の表明がない場合においても、その意思を推知できるときで、社会的障壁の除去

についてその実施に伴う負担が過重でないときは、合理的配慮の提供に努めること

が求められています。 

指定管理業務の実施に当たっては、「神奈川県における障害を理由とする差別の解

消の推進に関する対応要領」を踏まえた合理的配慮の提供や研修・啓発に努めてく

ださい。 

（参考：神奈川県ホームページ） 

○「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例 ～ともに生きる社会を目指して～」 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/tojisya-jourei/top.html 

○「神奈川県における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/sabetsutaiou.html 

(13)ＳＤＧｓへの取組（ＳＤＧｓについては参考資料28参照） 

県ではＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進に取り組んでおり、指定管理者は

本施設の管理運営において、ＳＤＧｓを意識して取り組んでいただくよう協力をお

願いします。 

(14)日報・月報の作成及び報告 

指定管理者は、業務の実施に当たって、業務日報（参考資料29）を作成して実施状

況を把握するとともに、業務日報に基づき月例業務報告書（参考資料30）を作成し、

報告してください。 

また、業務の実施状況のモニタリングに当たり、県が求めた場合には、年度途中

における収支状況も報告してください。 

(15)実績報告書等の提出 

指定管理者は、毎会計年度（４月１日から３月31日まで）終了後、速やかに業務総

括書（参考資料31）を県に提出してください。 

また、毎会計年度終了後20日以内に、基本協定書に基づき、実績報告書等（管理業

務の実績を記載した実績報告書（業務委託実績報告書を含みます。）、財務書類、労

働環境セルフチェック表及びその他県が必要と認める書類）を提出してください。 

(16)事業計画書等の提出 

指定管理者は、２年目以降の業務を行うに当たって、毎年度の６月末までに次年

度の事業計画、人員配置計画及び収支計画を作成して県に提出し、協議してくださ

い。 

(17)実績報告書及び事業計画等の公表 

県と指定管理者は、毎年度の実績報告書及び事業計画書等をそれぞれのホームペ

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/tojisya-jourei/top.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/sabetsutaiou.html
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ージに掲載し、県民への周知に努めることとします。 

(18)保険の付保 

施設における事故に備え、「施設管理者賠償責任保険」（漏水補償特約を含みます。）

に加入してください。指定管理者が最低限付保する保険金額は、次のとおりとしま

す。 

   対人１名 １億円、 対人１事故 ５億円、 対物１事故 １億円 

(19)指定管理者名等の表示 

当該施設が指定管理者により管理運営されていることを示すため、指定管理者名

と設置者としての連絡先を団地内に表示するとともに、案内パンフレット・ホーム

ページ等に明示していただきます。 

 

 

 

 

 

12 県と指定管理者のリスク分担＿ 

  指定管理業務の実施に伴う損害賠償や不可抗力時の負担等、県と指定管理者のリス

ク分担は、次表のとおりとします。 

   ただし、表に定める事項で疑義がある場合又は表に定めのないリスクが生じた場合

は、県と指定管理者が協議の上、リスク分担を決定するものとします。 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

指定管理者 県 

物価・金利変動 

物価変動・金利変動により発生した損失や費

用等の負担（不可抗力に起因する場合を除き

ます。） 

○  

賃金水準の変動 

（注１） 

賃金水準の変動により発生した費用等の負担 

（一定の範囲内） 
○  

賃金水準の変動により発生した費用等の負担 

（一定の範囲を超えた部分） 
 ○ 

指定管理料の支払

遅延 

県からの指定管理料の支払遅延により発生し

た損害・損失や費用等の負担（指定管理者の責

めに帰すことができない場合） 

 ○ 

不可抗力(注２) 
不可抗力により発生した損害・損失や費用等

の負担（合理性が認められる範囲） 
 ○ 

制度等変更 

法令改正や制度改正等により発生した損害・

損失や費用等の負担（合理性が認められる範

囲） 

 ○ 

法令改正や制度改正等により発生した費用等

の減少による余剰・利益の返還（合理性が認め

られる範囲）                                                                     

○  

第三者への損害 

管理業務の実施において、第三者に損害が生

じた場合の負担（情報漏えい等、指定管理者の

責めに帰すべき事由により生じた場合） 

○  

（表示例） 

神奈川県が設置した県営●●団地は、指定管理者である●●が管理・運営を行って

います。 

連絡先  指定管理者 ●●           電話 ●● 

      神奈川県県土整備局 住宅営繕事務所  電話 ●● 
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保険の付保 
施設管理者賠償責任保険  ○  

火災保険 等  ○ 

書類の誤り 

仕様書等、県が作成する書類の誤りによるも

の 
 ○ 

事業計画書等、指定管理者が作成する書類の

誤りによるもの 
○  

（注１）賃金水準の変動に関するリスク分担の詳細は参考資料33「指定管理者制度における賃

金スライド制度の運用マニュアル」を参照（上記の表では賃金水準が上昇した場合を記載） 

（注２）「不可抗力」とは、天災（地震、津波、噴火、落雷、暴風雨、洪水、異常気象、土砂

崩壊等）、人災（戦争、テロ、暴動等）並びに県及び指定管理者の責めに帰すことのできな

い事由をいい、天候不順等による施設利用者数の増減は含みません。 

 

13 協定の締結＿ 

  指定管理者は、指定後に県と協議し、業務の実施に関する包括的な事項を定めた基

本協定及び各年度の実施事項を定めた年度協定を締結した上で、業務を実施します。 

(1) 基本協定に盛り込む事項 

ア 総括的事項 

協定の目的、会計年度、管理施設・管理物品、公共性の趣旨の尊重、指定管理者

が行う業務の範囲、指定期間、事業計画・人員配置計画・収支計画の提出 等 

イ 業務の実施に関する事項 

業務の一部を第三者に委託する場合の取扱い、事故・不祥事・災害等への対応、

苦情・意見等への対応、文書の管理・保存、守秘義務、個人情報の保護、情報公開

の対応、環境への配慮、入居者等への指導 等 

ウ 指定管理料等に関する事項 

債務負担行為の上限額、指定管理料等の支払方法、指定管理料等の精算、口座

の管理及び経理の区分 等 

エ 業務の実施に伴うリスク分担 

  物価変動・金利変動、指定管理料等の支払遅延、不可抗力の発生、制度等の変

更により発生した費用の負担、管理物件に対する損害賠償、第三者への賠償 等 

オ 業務の報告及び監督に関する事項 

業務日報の作成、月例業務報告書の提出、年度途中における収支状況の報告、

実績報告書等の提出、利用者満足度調査の実施、入居者からの苦情・意見等の取

扱い、県による検査・監督に関する事項 等 

カ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

指定の取消し及び管理業務の停止を行う場合、指定の取消し等による損害賠償

に関する事項 等 

キ 指定期間終了に伴う措置に関する事項 

原状回復に関する事項、事務の引継ぎに関する事項 等 

ク その他 

指定管理者が替わる場合の業務の引継ぎや原状回復等の取扱い、権利義務の譲

渡の禁止、疑義の決定、自主事業の取扱い、グループが指定管理者に指定された

場合の対応 等 
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(2) 年度協定に盛り込む事項 

  ア 総括的事項 

    協定の目的、協定の期間、協定の変更 等 

  イ 業務の実施に関する事項 

    事業計画、利用者アンケートの実施方法 等  

  ウ 指定管理料等に関する事項  

    指定管理料の金額、指定管理料の支払方法 等 

(3) 協定が締結できない場合の措置等 

指定管理者が、基本協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指

定を取り消します。 

ア 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

イ 財務状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき。 

ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認め

られるとき。 

  エ 申請資格を喪失したとき、又は申請資格を有さないことが判明したとき。 

(4) その他協議すべき事項 

協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、県及び指定管理者双方が誠意

を持って協議するものとします。 

 

14 事業実施状況のモニタリング等  

(1) 県によるモニタリングの実施 

  ア モニタリングの方法 

県は、本施設が設置目的に沿って適切に管理されるように、業務の実施状況を

モニタリングします。 

モニタリングは、「標準業務仕様書」等に基づき、指定管理者から提出される月

例業務報告書、実績報告書、利用者満足度調査結果、利用者からの苦情・意見の内

容及び事故・災害報告等により行います。 

モニタリング結果報告書は、県ホームページで公表します。また、モニタリン

グ結果報告書は、指定管理者が作成する施設のホームページでも閲覧できるよう

にしていただく必要があります。 

  イ 指定管理者制度モニタリング会議の開催 

県は、外部有識者で構成する指定管理者制度モニタリング会議を公開で開催し、

県が行ったモニタリングについて意見を聴取しています。この会議の資料や議事

録を県ホームページで公表します。 

(2) 自治会及び入居者へのアンケート等の実施 

入居者の利便性の向上等の観点から、アンケート等により、自治会及び入居者の

意見・苦情等を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況について県に報告して

いただきます。 

なお、アンケートは、次の方法により行っていただきます。 

・詳細アンケート…最低年１回、郵送等で行うもの 
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〔参考〕 現在の指定管理者が実施しているアンケート（令和６年度実施） 

ア 自治会アンケート 

・実施回数：年１回 

・対象者数：全数  246 

横浜等地域 159、川崎地域 24 

相模原等地域 35、横須賀三浦地域 28 

・実施方法：郵送 

 

イ 入居者アンケート（県営住宅等） 

・実施回数：年１回 

・対象者数：抽出（届出申請や修繕依頼で窓口を利用された入居者） 

横浜等地域 1560、川崎地域 260 

相模原等地域 260、横須賀三浦地域 260 

・実施方法：郵送 

（注）実際に行うアンケートの方法や対象者数については、現在の実施方法を参

考にしながら県と指定管理者で協議の上、決定します。 

 

また、指定管理業務として｢入居者の要望・苦情・相談｣を処理する業務がありま

すので、日常の業務の中で処理する当該業務の内容や対応等については日報に記録

し、業務改善が可能な内容を業務改善へ反映することも含めて、月報で県へ報告し

ていただきます。 

入居者の要望・苦情・相談を処理する業務の詳細については、「標準業務仕様書」

の「Ⅱ－３－(1)－ウ 要望・苦情・相談の処理」を参照してください。 

(3) 県の監査委員による監査 

県の監査委員等が県の事務を監査するために必要があると認める場合、指定管理

者に対して帳簿書類その他の記録の提出を求める場合があります。 

 

15 指定の取消し等＿ 

(1) 指定の取消し事由等 

県は、指定の基準を満たさなくなったと認めるとき、管理の基準を遵守しないと

きあるいは管理を継続することが適当でないと認めるとき等、次のような場合には、

条例の規定に基づき、指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若し

くは一部の停止を命ずる場合があります。 

ア 県の改善指示にかかわらず業務の改善が行われない場合 

県が指定管理者の業務の実施状況についてモニタリングを行った結果、業務の

内容が要求水準を満たしていないと判断した場合、県は期日を定めて指定管理者

に業務の適正な履行や改善等の必要な措置をとることを勧告することができます。 

この期日までに業務の改善等が行われていないと判断した場合には、県は期日

を定めて指定管理者に業務の改善を指示します。 

これらを経ても、なお業務の改善等が行われていないと判断した場合には、県

は神奈川県行政手続条例第３章（不利益処分）の規定に基づく聴聞等の手続きを

経たうえで、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止

を命ずる場合があります。  
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イ 指定管理者からの申出による場合 

指定管理者は、条例で定める指定の基準を満たさなくなった場合又はそのおそ

れが生じた場合には、速やかに県に報告してください。 

この場合、指定管理者は、指定の取消し又は期間を定めた業務の全部若しくは

一部の停止を県に申し出ることができます。 

県は、当該申出があった場合は、状況を調査のうえ、指定を取り消し、又は期間

を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合があります。 

ウ 不可抗力の発生等による場合 

県は、不可抗力の発生や制度等の変更により、指定管理者による管理を継続す

ることが適当でないと認める場合には、指定を取り消し、又は期間を定めて業務

の全部若しくは一部の停止を命じる場合があります。 

エ 指定管理者が、次のいずれかに該当又は該当することが判明し、指定管理者に

よる管理を継続することが適当ではないと認められる場合 

(ｱ) 神奈川県内に事務所を有しなくなった場合 

(ｲ) 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続開始の申立てがあった

場合 

(ｳ) 法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税に滞納がある場合 

(ｴ) 神奈川県暴力団排除条例第２条第２号に定める暴力団に該当することが判明

した場合 

(ｵ) 神奈川県暴力団排除条例第２条第５号に定める暴力団経営支配法人等に該当す

ることが判明した場合 

オ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認め

られる場合 

(2) 指定が取り消された場合等の賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由による指定の取消し又は業務の全部若しくは一

部の停止により、損害・損失や増加費用（以下「損害等」といいます。）が県に生じ

た場合、指定管理者は県に損害等を賠償しなければなりません。 

ただし、県は指定管理者に損害等が生じても賠償しません。 

その他の場合は、県と指定管理者は協議するものとします。 

 

16 その他の事項  

 (1) 大規模な災害等への対応 

大規模な災害等が発生した又は発生するおそれがある場合には、県営住宅等の空

き住戸の一時提供住宅等としての使用、被災者の受入れ及びその他の災害対応への

協力について、県又は市町村等から要請があった場合には、県、市町村等に協力し

てください。 

また、上記の要請がない場合においても、災害時等の状況に応じて、緊急の必要

があると認める場合は、県民等の安全の確保のため、自らの判断により、適切な災

害対応に努めてください。 

(2) 管理開始前の事前準備・引継ぎ事項について 

新たに指定管理者となる団体等は、指定期間の始期（令和９年４月）から円滑に
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業務を実施できるよう、必要な体制の整備や研修の実施を行い、前指定管理者から

速やかに業務を引き継いでいただく必要があります。 

そのため、管理開始に先立ち各指定管理者に対する事務説明等を以下の内容で行

うことを予定しています。また、これらの事前準備や引継ぎに要する費用や職員の

派遣は、すべて指定管理者の負担とします。 

・対  象：指定管理業務を行う事務担当者（令和９年４月から実際に事務を実施

する者を最低でも１名以上受けさせること。その他の職員についても、

必ず団体において研修を実施し、４月からの業務開始に必要な知識及

び技能を修得させること。） 

・説明内容：各業務マニュアルに沿った事務手続きの流れ 

県営住宅管理システムの概要、操作研修 

その他の説明事項（管理事務所の設置、県との連絡協議会 等） 

  ・場  所：神奈川県住宅営繕事務所 

〒231-0021 横浜市中区日本大通33（神奈川県住宅供給公社ビル内） 

・開催日程：別途連絡します。 

(3) 指定期間の終了等に伴う引継ぎについて 

指定期間の終了又は指定の取消しにより、次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合

は、円滑な引継ぎに協力していただきます。 

なお、引継ぎに当たって生じる費用は、各指定管理者の負担とします。 

(4) 指定管理者の役員の交代 

神奈川県暴力団排除条例第11条第１項の規定により、同条例に定める暴力団又は

暴力団経営支配法人等には公の施設の管理を行わせてはならないとされています。 

申請法人等（指定管理者）に役員交代があった場合は、その都度、役員等氏名一覧

表のほか、法人の場合は法人登記簿の謄本又は履歴事項全部証明書、法人以外の場

合は代表者の住民票の写しを県に提出してください。 

県は提出された書類により、暴力団又は暴力団経営支配法人等に該当しないか警

察本部に照会します。 

 

17 申請関係様式＿ 

「申請書等様式集」を参照してください。 

 

18 参考資料等＿ 

 この要項のほかに、申請を行うために参照いただく資料は以下のとおりです。 

・「県営住宅等の維持管理及び運営等に関する標準業務仕様書」 

・「参考資料」 

 県のホームページにおいて、詳細な業務基準やマニュアルを掲載していますので、御

覧ください。 

  ※ 募集開始の時点で施行されているものに限ります。 

  掲載ＵＲＬ：https://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6022/p28462.html 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6022/p28462.html
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19 問合せ先＿ 

住所          〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通１ 

担当局部課グループ名  県土整備局建築住宅部公共住宅課住宅管理グループ 

電話番号        045－210－6543（直通） 

ファクシミリ番号    045－210－8884 

フォームメールＵＲＬ  https://www.pref.kanagawa.jp/div/0714/index.html 

担当者名        竹本・大谷・木田 

https://www.pref.kanagawa.jp/div/0714/index.html

